
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康増進課では毎月 1 日を『運動の日』とし、運動と健康に関する情報発信や運動教室

の開催など、市民の健康づくりを応援します。自分の健康は自分で守れるように、健康に

関する知識・実践力を磨いていきましょう。今月は「安全に運動するポイント」について

です。 
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宜野湾市保健相談センター 

新型コロナウイルス感染拡大防止のために、外出自粛お疲れ様です！まだま

だ油断できない状況ではありますが、一人一人が感染防止のために必要なこと

や、周囲の人への配慮頂きたい点を踏まえて意識的に運動・スポーツに取り組

んでもらうことは、健康の保持だけでなく、将来的な要介護状態を回避するた

めにも有効です。スポーツ庁より『安全に運動･スポーツをするポイント』がま

とめられていますので、チェックして今後の健康づくりにご活用下さい。 


